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１．要 旨 

  令和６年度を計画開始年度とする第３次東大和市障害者総合プラン（第６次障害者計

画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画）（案）について、令和５年１１月３０日

（木）に開催予定の市議会議員全員協議会において説明するものである。 

  また、下記３により、パブリックコメント及び市民説明会を行う。 

（１） 主な内容 

① 計画の内容 

第１章  総論 

第２章  計画の理念と目標 

第３章  障害福祉をめぐる東大和市の状況 

第４章  障害のある人に係る施策の展開 

第５章  数値目標と確保のための方策 

第６章  計画の実施と評価 

② 計画期間 

令和６年度から令和８年度まで（３年間）  

（２） 影響及び効果 

   第３次東大和市障害者総合プラン（案）について、市議会議員及び市民に周知を図る 

ことができる。また、計画を策定するにあたり、市民等の意見を反映させることができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

   令和５年３月：第３次障害者総合プラン策定のためのアンケート調査報告書の完成 

令和５年７月及び１０月：地域福祉審議会第１回及び第２回障害者部会にて審議済 

 ３．留意事項（問題点等） 

 【今後の予定】 

令和５年１１月２１日：第１回地域福祉審議会にて審議 

  令和５年１２月４日～令和６年１月４日：パブリックコメントの実施  

  令和５年１２月８日・９日：市民説明会の実施 

令和６年 ２月：地域福祉審議会第３回障害者部会及び第２回地域福祉審議会にて審議 

  令和６年 ３月：「第３次東大和市障害者総合プラン」の策定 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議終了後、市議会議員全員協議会への議題提出について事務を進めたい。 

  また、パブリックコメント及び市民説明会の事務を進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


